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1. 調査概要

1.1 概要

本調査は、環境庁第 2 回自然環境保全基礎調査における海岸延長 100m 以上の自然海岸及び半自然

海岸の砂浜・泥浜海岸を調査対象海岸としている。調査は平成 22 年度から行っており、これまでの

調査で、全国の調査対象海岸延長約 8,100km の調査が終了した。調査年度別の実績を以下に示す 

① 平成 22 年度：延長は約 1,598km、範囲は北海道の一部、日本海北区（秋田県から富山県）、太

平洋中区（千葉県から三重県及び広島県）。

② 平成 23 年度：延長は約 2,363km、範囲は北海道の一部、日本海西区（石川県から島根県）、瀬

戸内海区（大阪府から大分県）及び太平洋南区（和歌山県・宮崎県）。

③ 平成 24 年度：延長は約 272km、範囲は本州南岸の徳島県、高知県。

④ 平成 25 年度：延長は約 346km、範囲は瀬戸内海区の香川県、東シナ海区の福岡県。

⑤ 平成 26 年度：延長は約 651km、範囲は東シナ海区の佐賀県、長崎県。

⑥ 平成 27 年度：延長は約 356km、範囲は瀬戸内海区の愛媛県。

⑦ 平成 28 年度：延長は約 1,340km、範囲は日本海北区の青森県、東シナ海区の熊本県、沖縄県。 

⑧ 平成 29 年度：延長は約 458km、範囲は東シナ海区の鹿児島県。

⑨ この他に他業務（平成 24,26 年度東北地方太平洋沿岸地域自然環境調査等業務）で、太平洋北

区と太平洋中区の一部である青森県東通村から千葉県一宮町の延長約 680km を実施。
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調査対象海岸の実績 
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1.2 調査方法 

調査対象とした項目は、汀線と汀線から陸側 100～500m についての土地被覆である①砂浜、②砂

丘植生、③海岸林、④海岸構造物（港湾・空港施設、漁港施設・海岸保全施設等）及び⑤その他（農

地・宅地等）の 5 つとした。なお、平成 22 年度調査では④は⑤に含んでいる。 

 
 

 

 
凡例区分 

 

解析は各地で海岸侵食による被害が生じ始めた 1970 年代（撮影年次 1975 年前後）と現代の 2000

年代（撮影年次 2000～2010 年）の 2 時期の変化を把握するものとした。判読には 1970 年代はカラー

空中写真を、2000 年代には高解像度衛星画像を用いた。これら写真等は撮影時間時の汀線が写ってい

るため、汀線位置は撮影時の潮位と汀線付近の勾配から各地の平均水面に補正した。 

調査対象海岸は、都道府県毎に半島や岬、大規模な港湾などを境に 1～5 程度のゾーンに区分し、

さらにゾーン内の海岸を漂砂特性、河口部、港湾や漁港の防波堤などを境に地区海岸に分割した。 

判読結果は GIS データを作成したほか、地区海岸毎に沿岸方向に 50m 毎の土地被覆の解析結果を

示した「土地被覆変化図」に表し、全ての地区海岸について海岸の変化要因を考察した。 

 
 

 
土地被覆変化図 

50m

各土地被覆の幅 
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砂丘植生 21m
海岸林 15m
海岸構造物 67m
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1.3 土地被覆変化図の解説 

土地被覆変化図は陸側から海側を見たように作成している。縦軸は後背基線から沖側への距離、横

軸は（沿岸）汀線方向の距離を示す。ここでは、図の左側が北、右側が南に該当する。1970 年代の汀

線位置（赤線）を 2000 年代の図の上に重ねている。2000 年の土地被覆の外側（ここでは水色で示す

砂浜）と汀線に空間がある場合は、海岸侵食が起きて汀線が後退したこととなる。 
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土地被覆変化図の例 

1970 年代汀線
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住吉 一ッ葉
宮崎港 

石崎川高鍋 

汀線は全域で後退 

砂丘植生の多くが減少

宮崎港の埋立 

海岸林は安定 

海岸護岸の建設
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2. 土地被覆別の面積変化（調査年度毎） 

2.1 平成 22 年度調査 

平成 22 年度調査（北海道の一部、秋田県から富山県、千葉県から三重県及び広島県）における調

査対象海岸における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変化量は以下のとおりである。 

 

•  秋田県と新潟県で、砂浜・砂丘植生が縮小し、その他（埋立）が拡大した。 

•  北海道と静岡県では、砂浜が縮小し、砂丘植生と海岸林が拡大した。 

•  千葉県では、砂浜が縮小し、その他（埋立）が拡大した。 

 
 

都道県別の面積変化量(ha) 合計(1)

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

1：砂浜 2：砂丘植生 3：海岸林 4：その他

北海道 秋田県

山形県 新潟

佐渡 富山県

都道県別の面積変化量(ha) 合計(2)

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

1：砂浜 2：砂丘植生 3：海岸林 4：その他

千葉県 東京都
神奈川県 静岡県
愛知県 三重県
広島県

 
都道県の面積変化量(ha) （平成 22 年度調査） 
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2.2 平成 23 年度調査 

平成 23 年度調査（北海道の一部、石川県から島根県、大阪府から山口県、大分県、和歌山県、宮

崎県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変化量は以下のとおりである。 

 

•  北海道の日本海側と太平洋側では、砂浜が縮小し、海岸構造物（埋立）が拡大した。また、オ

ホーツク海側では砂丘植生が縮小した。 

•  石川県では、砂浜が拡大したが、砂丘植生が縮小した。 

•  福井県・兵庫県では、海岸林が縮小し、その他が拡大した。 

•  宮崎県では、砂浜と砂丘植生が縮小し、海岸構造物（埋立）が拡大した。 

 
 

北海道：地方別の面積変化量(ha) 合計
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瀬戸内海区：府県別の面積変化量(ha) 合計
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道府県別の面積変化量(ha) （平成 23 年度調査） 
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2.3 平成 24 年度調査 

平成 24 年度調査（徳島県、高知県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変

化量は以下のとおりである。 

 

•  徳島県では、主に海岸林が縮小しており、海岸構造物及びその他が拡大していた。 

•  高知県では、砂浜、砂丘植生、海岸林がそれぞれ 35ha 前後縮小しており、海岸構造物及びそ

の他が拡大していた。 
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県別の面積変化量(ha) （平成 24 年度調査） 

 
 

 

2.4 平成 25 年度調査 

平成 25 年度調査（香川県、福岡県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変

化量は以下のとおりである。 

 

•  香川県では、海岸林が縮小しており、海岸構造物及びその他が拡大していた。 

•  福岡県では、土地被覆で縮小したのは砂浜で、それ以外は全て拡大していた。 
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福岡県：面積変化量(ha)
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2.5 平成 26 年度調査 

平成 26 年度調査（佐賀県、長崎県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変

化量は以下のとおりである。 

 

•  佐賀県では、砂浜と砂丘植生がやや縮小しており、海岸林とその他が微増、海岸構造物が大き

く拡大していた。 

•  長崎県では、砂浜が 422ha と大きく縮小しており、砂丘植生と海岸林が微減、海岸構造物が

1,762ha と大きく拡大していた。 
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県別の面積変化量(ha) （平成 26 年度調査） 

 
 
 

2.6 平成 27 年度調査 

平成 27 年度調査（愛媛県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変化量は、

砂浜が約 20ha 縮小、砂丘植生が約 5ha 拡大、海岸林が約 447ha 縮小、海岸構造物が約 342 拡大、そ

の他が約 528ha 拡大である。最も拡大したものは農地・宅地等のその他で、最も縮小したものは海岸

林であった。 
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2.7 平成 28 年度調査 

平成 28 年度調査（青森県の一部、熊本県、沖縄県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年

代の 2 時期の変化量は以下のとおりである。 

 

•  青森県では、砂浜、砂丘植生、その他が縮小し、海岸林、海岸構造物が拡大していた。 

•  熊本県では、砂浜、砂丘植生、海岸林が縮小し、海岸構造物、その他が拡大していた。 

•  沖縄県では、砂浜、砂丘植生が縮小し、海岸林、海岸構造物、その他が拡大していた。 
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2.8 平成 29 年度調査 

平成 29 年度調査（鹿児島県）における調査対象海岸の 1970 年代と 2000 年代の 2 時期の変化量は、

砂浜が約 218ha 縮小、砂丘植生が約 667ha 縮小、海岸林が約 89ha 拡大、海岸構造物が約 584ha 拡大、

その他が約 53ha 縮小した。最も拡大したものは海岸構造物で、最も縮小したものは砂丘植生であっ

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鹿児島県の面積変化量(ha) （平成 29 年度調査） 
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3. 地区海岸のタイプ分類－変化要因の考察－ 

3.1 解析方法 

海岸の変化は土砂収支バランスが崩れることに起因して生ずることが多い。このため、変化要因を

以下の 5 タイプに分類し、地区海岸毎に整理した。 

•  タイプ 1：防波堤等の建設で波の遮蔽域が形成され、波の遮蔽域外から砂が運ばれて周辺海岸が侵食

する。 

•  タイプ 2：防波堤等の建設で一方向の沿岸漂砂が阻止され漂砂下手側で侵食、上手側で堆積が進む。 

•  タイプ 3：河川や海食崖からの供給土砂の減少により侵食が進む。 

•  タイプ 4：港湾・漁港などの建設による埋立て。 

•  タイプ 5：安定（概ね変化なしを含む）。 

 

 
海岸侵食要因の模式図 （資料：宇多高明：日本の海岸侵食，山海堂，p.422，1997.） 

 

3.2 地域別の変化要因の傾向 

地区海岸数は、沖縄県 746、長崎県 728、鹿児島県 620 の順で多かった。これら地域では島嶼が多

く、大小のポケットビーチが発達していた。 

地域別の変化要因の傾向では、タイプ 1 とタイプ 2 が多く占める地域は、北海道太平洋沿岸、同オ

ホーツク海沿岸、秋田県、山形県、茨城県、千葉県、新潟県、静岡県、鳥取県であった。いずれも沿

岸漂砂が発達する長大な砂浜海岸があり、また、長い防波堤が伸びている港湾があることが共通して

いた。一方、タイプ 3 はタイプ 1 や 2 のような地域性はなく、各地域で一様にみられ、青森県，新潟

県，宮崎県ではその割合が多かった。 
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